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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
国
際
会
計
基
準
の
強
制
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
国
際
会
計
基
準
の
強
制
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
け
る
国
際
会
計
基
準
（
以
下
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
へ
の
対
応
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
企
業
会
計
審

議
会
が
昨
年
六
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
へ
の
対
応
の
あ
り
方
に
関
す
る
当
面
の
方
針
」
（
以

下
「
当
面
の
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
ま
ず
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
の
積
上
げ
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
要
件
の
緩
和
、
「
あ
る
べ
き
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
」
と
い
っ
た
観
点
か
ら
一
部
を
修
正

し
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
策
定
及
び
単
体
開
示
の
簡
素
化
等
（
以
下
「
今
回
の
措
置
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
対
応
す
べ
き
等
と
さ

れ
た
。
他
方
、
強
制
適
用
の
是
非
等
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
そ
の
判
断
を
す
べ
き
状
況
に
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
任
意
適
用
企
業
数
の
推
移
も
含
め
今
回
の
措
置
の
達
成
状
況
を
検
証
・
確
認
す
る
一
方
で
、
米
国
の

動
向
及
び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
基
準
開
発
の
状
況
等
の
国
際
的
な
情
勢
を
見
極
め
な
が
ら
、
関
係
者
に
よ
る
議
論
を
行
っ
て
い
く
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
我
が
国
一
体
と
な
っ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
へ
の
対
応
の
強
化
を
図
り
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
関
連
す
る
我
が
国
の
意
見
集

約
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
公
益
財
団
法
人
財
務
会
計
基
準
機
構
、
企
業
会
計
基
準
委
員
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本

一



経
済
団
体
連
合
会
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
、
株
式
会
社
東
京
証
券
取
引
所
、

金
融
庁
、
法
務
省
及
び
経
済
産
業
省
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
対
応
方
針
協
議
会
」
が
昨
年
九
月
に
設
置
さ
れ
、
同
協

議
会
に
お
い
て
、
今
回
の
措
置
の
達
成
状
況
や
米
国
の
動
向
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
基
準
開
発
の
状
況
等
の
国
際
的
な
情
勢
に
つ
い

て
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

金
融
庁
と
し
て
は
、
引
き
続
き
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
任
意
適
用
の
積
上
げ
を
図
る
た
め
、
こ
う
し
た
意
見
交
換
を
重
ね
な
が
ら
、
今

回
の
措
置
の
達
成
状
況
や
国
際
的
な
情
勢
に
つ
い
て
情
報
収
集
及
び
分
析
を
進
め
る
な
ど
当
面
の
方
針
に
基
づ
く
施
策
を
着

実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
へ
の
移
行
を
検
討
し
て
い
る
企
業
の
参
考
と
す
る
た
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
任
意
適
用
企

業
が
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
移
行
時
の
課
題
を
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
た
の
か
、
ま
た
、
当
該
移
行
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
に
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
っ
た
の
か
等
に
つ
い
て
実
態
調
査
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
レ
ポ
ー
ト
（
仮
称
）
」
と
し
て
公

表
す
る
等
の
施
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。
こ
う
し
た
中
で
、
強
制
適
用
の
是
非
等
に
つ
い
て
の
関
係
者
に
よ
る
議
論

の
進
め
方
に
つ
い
て
、
適
切
に
判
断
し
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
適
用
済
み
企
業
と
適
用
予
定
を
適
時
開
示
し
て
い
る
企
業
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
現
在
、
合

わ
せ
て
四
十
一
社
と
な
っ
て
い
る
。

二


